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○高槻市景観条例 

平成２１年３月２６日 

条例第８号 

改正 平成２３年３月１７日条例第６号 

平成２５年３月２８日条例第７号 

目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 景観基本計画及び景観計画（第９条―第１３条） 

第３章 行為の届出等（第１４条―第２３条） 

第４章 景観重要建造物及び景観重要樹木（第２４条―第２７条） 

第５章 表彰（第２８条） 

第６章 雑則（第２９条・第３０条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における良好な景観の形成を推進するための基本的事項を定めるとと

もに、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を

定めることにより、現在及び将来にわたり市民共通の資産としての良好な景観の整備及び保全

を図り、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進し、もって快適な都市環境の創造と

市民文化の向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。 

(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物並びに広告物

及び広告物を掲出する物件以外のもので規則で定めるものをいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、良好な景観の形成を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施し

なければならない。 

２ 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよ

う努めなければならない。 

３ 市は、市民及び事業者が自主的かつ主体的に行う良好な景観の形成に資する活動を支援し、
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その積極的な参加を推進するものとする。 

４ 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合には、良好な景観の形成に先導的な役

割を果たすよう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、自らが良好な景観を形成す

る主体であることを認識し、良好な景観の形成のために積極的な役割を果たすよう努めなけれ

ばならない。 

２ 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、土地の利用等に関し専門

的知識、経験等を活用し、良好な景観の形成に配慮した事業活動を行うよう努めなければなら

ない。 

２ 事業者は、地域住民との協働により、地域における良好な景観の形成に積極的に寄与すると

ともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

（国等に対する協力要請） 

第６条 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他公共的団体に対し、

良好な景観の形成について協力を要請するものとする。 

（調査、研究等） 

第７条 市長は、景観に関する調査、研究等を行うとともに、景観に関する資料の収集及び提供

に努めるものとする。 

（普及及び啓発） 

第８条 市長は、市民及び事業者の景観に関する意識の高揚及び知識の普及を図るため、必要な

措置を講ずるものとする。 

第２章 景観基本計画及び景観計画 

（景観基本計画） 

第９条 市長は、本市における良好な景観の形成を総合的かつ長期的に推進するため、景観基本

計画を策定するものとする。 

２ 市長は、景観基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民及び事業

者の意見を聴く機会を設けるとともに、高槻市景観審議会条例（平成２５年高槻市条例第７号）

第１条に規定する高槻市景観審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならな

い。 

３ 市長は、景観基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければなら
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ない。 

（平２５条例７・一部改正） 

（景観計画） 

第１０条 市長は、景観基本計画に即して景観計画（法第８条第１項に規定する景観計画をいう。

以下同じ。）を定めるものとする。 

２ 前条第２項の規定は、景観計画について準用する。 

（景観重点地区の指定） 

第１１条 市長は、景観計画区域（法第８条第２項第１号に規定する景観計画区域をいう。以下

同じ。）のうち、次のいずれかに該当する区域において、当該区域の特性を活かした景観の形

成を重点的に図る必要があると認める地区を景観重点地区として指定することができる。 

(1) 伝統的な建築物や整然とした住宅地が形成されているなど、既に良好な景観が形成されて

おり、当該景観を重点的に保全する必要があると認める区域 

(2) 新たに良好な景観の形成を重点的に図る必要があると認める区域 

２ 市長は、景観重点地区を指定したときは、当該地区について、他の景観計画区域と区分して

景観計画を定めるものとする。 

（計画提案をすることができる団体） 

第１２条 法第１１条第２項の条例で定める団体は、景観計画の策定又は変更を提案しようとす

る土地の区域の市民又は事業者と協働し、当該土地の区域の良好な景観の形成を図ることを目

的として活動を行っている団体（法人格を有していない団体にあっては、代表者の定めのある

規約等を有しているものに限る。）とする。 

（計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続） 

第１３条 市長は、法第１４条第１項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、審

議会の意見を聴かなければならない。 

第３章 行為の届出等 

（事前協議） 

第１４条 法第１６条第１項の規定による届出を行わなければならない者は、あらかじめ、規則

で定めるところにより当該届出の内容について市長と協議しなければならない。 

（条例で定める届出を要する行為等） 

第１５条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。 

(1) 景観法施行令（平成１６年政令第３９８号。以下「政令」という。）第４条第１号に掲げ

る行為で、当該行為に係る部分の面積が１，０００平方メートル以上のもの 

(2) 政令第４条第２号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が１ヘクタールを超えるも
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の 

(3) 政令第４条第４号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が１，０００平方メートル

以上のもの 

２ 前項各号に掲げる行為に係る法第１６条第１項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載

した届出書に規則で定める図書を添付して行わなければならない。 

(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び主た

る事務所の所在地） 

(2) 行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日 

３ 法第１６条第２項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第

１項の規定による届出に係る第１項各号に掲げる行為が同条第７項各号に掲げる行為に該当す

ることとなるもの以外のものとする。 

（届出等の適用除外） 

第１６条 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。 

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転（以下「新築等」という。）であって、当該新築等に

係る部分の高さが１５メートル以下で、かつ、建築面積が１，０００平方メートル以下のも

の 

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以下「修繕等」

という。）であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 当該建築物の高さが１５メートル以下で、かつ、建築面積が１，０００平方メートル以

下のもの 

イ 当該外観の変更に係る部分の面積が当該建築物の外観の面積の２分の１以下のもの 

(3) 工作物の新設、増築、改築又は移転（以下「新設等」という。）であって、当該新設等に

係る部分の高さが１０メートル以下で、かつ、築造面積が２，０００平方メートル以下のも

の 

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕等であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 当該工作物の高さが１０メートル以下で、かつ、築造面積が２，０００平方メートル以

下のもの 

イ 当該外観の変更に係る部分の面積が当該工作物の外観の面積の２分の１以下のもの 

(5) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開発行為であって、

開発区域の面積が１，０００平方メートル未満のもの 

２ 前項の規定にかかわらず、第１１条第１項の規定により景観重点地区として指定したJR高槻

駅北東地区における法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。 
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(1) 建築物の新築等であって、建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請及び同法第１

８条第２項の規定による通知を要しないもの 

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕等であって、当該外観の変更に係る部分の面積が

当該建築物の外観の面積の２分の１以下のもの。ただし、当該地区のAエリア内のデッキ（上

空に設けられる広場状の空地及び歩行者専用通路をいう。）と同一の階層に位置する店舗、

事務所又は駐車場のうち当該デッキに接する部分の外観（以下この号において「店舗等の外

観」という。）を変更することとなる修繕等であって、当該外観の変更に係る部分の面積が

当該店舗等の外観の面積の２分の１を超えるものを除く。 

(3) 工作物の新設等であって、次のいずれにも該当するもの 

ア 当該新設等に係る部分の高さが１０メートル以下で、かつ、築造面積が２，０００平方

メートル以下のもの 

イ 建築基準法第８８条第１項及び第２項において準用する同法第６条第１項の規定による

確認の申請及び同法第１８条第２項の規定による通知を要しないもの 

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕等であって、当該外観の変更に係る部分の面積が

当該工作物の外観の面積の２分の１以下のもの 

(5) 前項第５号に掲げるもの 

（平２３条例６・一部改正） 

（指導及び助言） 

第１７条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、法第１６条第１項又

は第２項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な指導又は助言を

することができる。 

（勧告の手続） 

第１８条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があ

ると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。 

（公表） 

第１９条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧

告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる者にそ

の理由を通知し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 

（特定届出対象行為） 

第２０条 法第１７条第１項に規定する特定届出対象行為（以下単に「特定届出対象行為」とい

う。）は、法第１６条第１項第１号又は第２号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を
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要するものとする。 

（変更命令等の手続） 

第２１条 市長は、法第１７条第１項又は第５項の規定による命令をしようとするときは、あら

かじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

（行為完了の届出） 

第２２条 特定届出対象行為の行為者は、その行為が完了したときは、速やかに市長にその旨を

届け出なければならない。 

（届出を要しない行為の景観計画への適合） 

第２３条 景観計画区域内において、法第１６条第１項第１号から第３号まで並びに政令第４条

第１号、第２号及び第４号に掲げる行為（同項の規定による届出を要しない行為に限る。）を

しようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。 

第４章 景観重要建造物及び景観重要樹木 

（景観重要建造物等の指定等の手続） 

第２４条 市長は、法第１９条第１項の規定により景観重要建造物を指定し、又は法第２８条第

１項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴か

なければならない。 

２ 市長は、景観重要建造物を指定し、又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示する

ものとする。 

３ 前２項の規定は、法第２７条第１項若しくは第２項の規定による景観重要建造物の指定の解

除又は法第３５条第１項若しくは第２項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用

する。 

（景観重要建造物等の原状回復命令等の手続） 

第２５条 市長は、法第２３条第１項（法第３２条第１項において準用する場合を含む。）の規

定による命令又は法第２６条若しくは法第３４条の規定による命令若しくは勧告をしようとす

るときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

（景観重要建造物の管理の方法の基準） 

第２６条 法第２５条第２項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにする

こと。 

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講

ずること。 
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（景観重要樹木の管理の方法の基準） 

第２７条 法第３３条第２項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪
せん

定その他の必要な管理を行うこと。 

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ず

ること。 

第５章 表彰 

（表彰） 

第２８条 市長は、本市における良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物又は工作

物について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。 

２ 市長は、本市における良好な景観の形成に寄与していると認められる市民、事業者又は団体

を表彰することができる。 

第６章 雑則 

（平２５条例７・全改） 

（審議会への諮問） 

第２９条 市長は、第２章から第４章までの規定により審議会の意見を聴くこととされたものの

ほか、次に掲げる事項について審議会の意見を聴かなければならない。 

(1) 法第８１条に規定する景観協定の締結、変更又は廃止に関する事項 

(2) 法第９２条に規定する景観整備機構の指定又は取消しに関する事項 

（平２５条例７・全改） 

（委任） 

第３０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第３章及び第４章並びに附則第３

項及び第４項の規定は、平成２１年１０月１日から施行する。 

２ この条例（前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。）の施行の際、現に策定されている

景観基本計画及び法第８条第１項の規定により定められている景観計画は、この条例の規定に

より策定された景観基本計画及び景観計画とみなす。 

３ 第３章の規定の施行の際、現に次に掲げる規定による届出が行われている建築物又は工作物

の新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様

替又は色彩の変更については、第１６条の規定にかかわらず、法第１６条第７項第１１号の条

例で定める行為とする。 
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(1) 大阪府景観条例の一部を改正する条例（平成２０年大阪府条例第３１号）附則第３項の規

定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の大阪府景観条例（平成１

０年大阪府条例第４４号）第１５条第１項 

(2) 高槻市都市景観形成要綱（平成７年７月３日施行）第１８条第１項 

４ 平成２１年１０月１日から同月３１日までの間に行われる法第１６条第１項第３号に掲げる

行為（同項の規定により届出を要するものに限る。）及び第１５条第１項各号に掲げる行為に

ついては、第１６条の規定にかかわらず、法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為とす

る。 

５ 附属機関に関する条例（高槻市条例第２６２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

６ 改正前の附属機関に関する条例に基づく高槻市景観審議会（以下「旧審議会」という。）は、

この条例の規定による高槻市景観審議会（以下「新審議会」という。）となり、同一性をもっ

て存続するものとする。 

７ この条例の施行の際、現に旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）に、新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命

されたものとみなされる者（以下「新委員」という。）の任期は、第２９条第５項の規定にか

かわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

８ 施行日から前項後段に規定する新委員の任期が満了する日までの間に、新審議会の委員とし

て新たに任命された者の任期は、第２９条第５項の規定にかかわらず、当該新委員としての任

期と同一の期間とする。 

附 則（平成２３年３月１７日条例第６号） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に存する建築物に係る改正後の高槻市景観条例第１６条第２項第２

号ただし書の規定の適用については、同号ただし書中「位置する」とあるのは「位置し、かつ、

当該デッキに接する」と、「接する部分」とあるのは「接する部分と同一の方向に面する部分」

とする。 

附 則（平成２５年３月２８日条例第７号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正前の高槻市景観条例の規定に基づく高槻市景観審議会（以下「旧審議会」という。）

及び改正前の高槻市屋外広告物条例に基づく高槻市屋外広告物審議会は、それぞれこの条例の
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規定に基づく審議会（以下「新審議会」という。）となり、同一性をもって存続するものとす

る。 

２ この条例の施行の際、旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）に、新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命さ

れたものとみなされる者（以下「新委員」という。）の任期は、第４条本文の規定にかかわら

ず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ 施行日から前項後段に規定する新委員の任期が満了する日までの間に、新審議会の委員とし

て新たに任命された者の任期は、第４条の規定にかかわらず、当該新委員としての任期と同一

の期間とする。 

 


